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序     文 
 

ミャンマー連邦共和国（以下、「ミャンマー」と記す）の社会福祉・救済再復興省社会福祉局（DSW）

は、障害者を含む社会的弱者に対する各種の公的福祉サービスの提供を行っている組織ですが、

さまざまなニーズに合った施策立案・サービス提供等を行う能力が十分でないことから、社会福

祉に携わる行政官育成に係る協力をわが国に対して要請されました。その後、ミャンマー側との

協議を経て、社会福祉行政全般を協力分野とするのは困難との判断から、DSWが特に積極的に取

り組んでいる手話の普及に焦点をあて、ろう者の団体やろう学校と協力してミャンマー手話の普

及を行うことを社会福祉行政官の育成の足がかりとすることとし、2007年 12月から 3カ年（2010

年 12月まで）、「社会福祉行政官育成プロジェクト」が実施されました。 

当該プロジェクトでは、手話会話集の作成、手話指導者の育成、啓発活動及びそれら活動の計

画・実施に係る社会福祉行政官の能力向上等の成果を上げてきましたが、達成された成果の更な

る拡大が必要であるとして、ミャンマー政府からわが国に対し、同プロジェクトフェーズ 2 の実

施要請がありました。 

これを受けて、独立行政法人国際協力機構は、2010年 11月に詳細計画策定調査団を派遣し、ミ

ャンマー政府及び関係機関との間で、詳細計画策定に係る協議を行いました。本報告書は、当該

詳細計画策定調査団による協議結果を取りまとめたものです。 

ここに、本調査にご協力いただいた内外の関係者の方々に深い謝意を示すとともに、引き続き

一層の支援をお願いする次第です。 

 

平成 23年 3月 

 

独立行政法人国際協力機構 

人間開発部長 萱島 信子 



 

 

目     次 
 

序 文 

目 次 

地 図 

写 真 

略語表 

 

第１章 詳細計画策定調査団の概要 ····································································································· 1 

１－１ 要請の背景・経緯 ················································································································· 1 

１－２ 詳細計画策定調査の目的 ····································································································· 1 

１－３ 調査団の構成 ························································································································ 1 

１－４ 調査日程 ································································································································ 2 

１－５ 主要面談者 ···························································································································· 2 

 

第２章 ミャンマーのろう者支援の現状と課題 ·················································································· 4 

２－１ ろう者に関する統計 ············································································································· 4 

２－２ ろう者支援に係るミャンマー政府の政策 ··········································································· 5 

２－３ フェーズ 1の成果と課題 ····································································································· 5 

２－３－１ フェーズ 1の成果 ····································································································· 5 

２－３－２ フェーズ 1における課題 ·························································································· 6 

２－４ 他ドナーによる支援の状況 ·································································································· 7 

 

第３章 プロジェクトの基本設計 ········································································································· 8 

３－１ プロジェクトの基本構想 ····································································································· 8 

３－２ 実施体制 ································································································································ 8 

３－３ プロジェクトの概要 ··········································································································· 10 

３－３－１ 実施期間 ·················································································································· 10 

３－３－２ プロジェクトサイト ································································································ 10 

３－３－３ 上位目標 ·················································································································· 11 

３－３－４ プロジェクト目標 ··································································································· 11 

３－３－５ 成果及び活動 ··········································································································· 11 

３－３－６ 投入 ·························································································································· 12 

３－３－７ 外部条件（満たされるべき外部条件） ································································· 13 

 

第４章 プロジェクトの評価 ··············································································································· 14 

４－１ 妥当性 ·································································································································· 14 

４－２ 有効性 ·································································································································· 14 

４－３ 効率性 ·································································································································· 15 

４－４ インパクト ·························································································································· 15 



 

 

４－５ 持続性 ·································································································································· 16 

 

第５章 団員所感 ·································································································································· 17 

５－１ 総括所感（団長：JICA国際協力専門員 久野研二）······················································ 17 

５－２ 団員所感（企画助言：JETROアジア経済研究所 森 壮也） ······································· 21 

５－３ 団員所感（手話教授法：日本手話研究所 赤堀仁美） ·················································· 24 

 

付属資料 

１．調査日程表 ·································································································································· 29 

２．ミニッツ（M/M） ······················································································································ 30 

３．PDM（日本語版） ······················································································································ 50 

４．討議議事録（R/D） ···················································································································· 51 



地図（ミャンマー連邦共和国） 
 
 

プロジェクトサイト



写     真 
 
 

森団員によるマンダレータスクフォースへのインタビュー 

（インタビューはミャンマー手話及び国際手話等を駆使して行われた。） 

 

社会福祉局（DSW）との協議 

 

M/M署名（社会福祉局長、久野団長）  



 

 

略 語 表 
 

略 語 欧 文 和 文 

AusAID 
The Australian Agency for International 

Development 
オーストラリア国際開発庁 

CBR Community Based Rehabilitation 地域に根ざしたリハビリテーション 

CODA Children of Deaf Adults 
コーダ（ろう者の親をもつ聴者のこ

と） 

C/P Counterpart カウンターパート 

DfID Department for International Development 英国国際開発省 

DSW Department of Social Welfare 社会福祉局 

EU European Union 欧州連合 

JCC Joint Coordinating Committee 合同調整委員会 

M/M Minutes of Meeting ミニッツ、協議議事録 

NAP National Action Plan 国家活動計画 

PDM Project Design Matrix 
プロジェクト・デザイン・マトリック

ス 

R/D Record of Discussions 討議議事録 

TLMI The Leprosy Mission International 
ハンセン病・ミッション・インターナ

ショナル 

UNDP United Nations Development Programme 国連開発計画 

 



 

－1－ 

第１章 詳細計画策定調査団の概要 
 

１－１ 要請の背景・経緯 

ミャンマー連邦共和国（以下、「ミャンマー」と記す）社会福祉・救済再復興省社会福祉局

（Department of Social Welfare：DSW）は、幼児、児童、青少年、女性、高齢者、障害者、薬物中

毒者に対する各種公共福祉サービスを提供しているが、同省の各施設は専門の福祉サービスを提

供するキャパシティが不足しており、福祉を必要とする各グループに対し、十分に対応ができて

いない。特に障害者への公的サービス提供は大きく立ち遅れており、この分野に携わる行政官の

人材育成が強く求められている。 

かかるニーズに対し、DSWから社会福祉行政官育成に係る要請が提出され、2006年度案件とし

て採択された。 

その後のDSWとの協議を通じて、社会福祉行政は広範にわたるため、行政官の育成のためには

実行可能性の高い具体的課題を選定し、実際の問題解決の過程を通じて経験の蓄積と能力向上を

図ることが現実的、効果的であるとミャンマー側、日本側の合意が形成された。 

社会福祉行政官が、関連ステークホルダーと密に協力し、ニーズを的確に把握し、適切なサー

ビスを提供する過程のなかで、その能力向上を図ることを狙いとして、DSWが積極的に取り組ん

でいる手話の統一・普及に焦点をあて、2007年 12月から 2010年 12月まで「社会福祉行政官育成

プロジェクト」が実施された。 

長期専門家 1名（業務調整／研修計画）及び手話教授法等の短期専門家延べ 11名の派遣、並び

に本邦でのカウンターパート（Counterpart：C/P）研修等を実施し、DSWとろう者の緊密な連携に

より、ミャンマー手話の普及、啓発の分野で大きな成果を上げてきた。 

しかしながら、ろう者の社会参加を更に促進していくには依然として課題は多い。聴者とろう

者のコミュニケーションを支援する人材はほとんど育成されておらず、ろう者の社会参加を妨げ

る一因となっている。本プロジェクトフェーズ 1 で達成された成果を更に継続的に発展させるた

め、フェーズ 2 においては、将来的な手話支援者1の育成をめざし、手話指導者の育成を継続して

いくことが求められている。 

 

１－２ 詳細計画策定調査の目的 

（１）本プロジェクトフェーズ 2 の内容及び実施体制等についてミャンマー側関係者と協議を行

い、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）、討議議事録（Record 

of Discussions：R/D）案を添付し、合意事項について取りまとめた会議議事録に署名する。 

評価５項目の観点からプロジェクト計画を評価し、報告書に取りまとめる。 

 

                                                        
1 ミャンマーの現状にかんがみると、短期的に手話通訳者の育成は困難であるところ、本プロジェクトでは手話によるコミュニ

ケーション支援を行う者を「手話支援者」（Sign Language Supporter）と称する。 
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１－３ 調査団の構成 

担当分野 氏 名 所 属 

団長／総括 久野 研二 JICA国際協力専門員 

企画助言 森  壮也 JETROアジア経済研究所 

手話教授法 赤堀 仁美 全日本ろうあ連盟 

協力企画 西村 愛志 JICA人間開発部社会保障課 

評価分析 伊藤 治夫 コンサルタント 

手話通訳 宮原 麻衣子  

手話通訳 松井 美奈子  

 

１－４ 調査日程 

付属資料１のとおりである。 

 

１－５ 主要面談者 

（１）ミャンマー側関係者 

１）社会福祉局（DSW） 

Mr. Soe Kyi（局長） 

Mr. Aung Tun Khaing（副局長） 

Mr. Saw Win（リハビリテーション課長） 

Mr. U Tin Win（リハビリテーション副課長） 

Ms. Yu Yu Swe（リハビリテーション課長補佐） 

Ms. Khin San Yee（リハビリテーション課長補佐） 

Mr. Aung Kyaw Moe（マンダレー管区 副所長） 

２）社会福祉行政官育成プロジェクト（タスクフォースメンバー） 

Ms. Yadana Aung 

Mr. Kyaw Zin Win 

Mr. Aye Soe 

Ms. Myat Aung Naing Thant 

Ms. Maw Maw Soe 

Mr. Tun Min Aung 

Mr. Tin Aye Ko 

Ms. Shee Myar 

Mr. Kyaw yu 

Mr. Bo Bo Kyaing 

Mr. Win Naing 

Ms. New Hear Paw 

３）ヤンゴン統合教育校 

Ms. Ichin San Aye（校長） 

Ms. Tint Tint副校長 
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４）ヤンゴン教育省 

Ms. San San Myint 

５）メアリー・チャップマンろう学校 

Ms. Margaret Kyaw Mya（校長） 

Ms. Daw Bway Say Wah（副校長） 

 

（２）日本側関係者 

１）在ミャンマー日本大使館 

鈴木光次参事官 

多田清文書記官 

２）JICA専門家 

小川美都子専門家（業務調整／研修計画） 

３）JICAミャンマー事務所 

宮本秀夫所長 

齋藤克義次長 

松岡源所員 

笠原奈美企画調査員 
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第２章 ミャンマーのろう者支援の現状と課題 
 

２－１ ろう者に関する統計 

2008年、2009年にミャンマーで初めての身体、視覚、聴覚、知的の各種障害者に関する調査が、

国連開発計画（United Nations Development Programme：UNDP）の支援を受けたNGO、ハンセン病・

ミッション・インターナショナル（The Leprosy Mission International：TLMI）により実施された。

ミャンマー全国の 16 の管区・地域の 108,000 世帯を対象として行われた標本調査の結果、表２－

１に示すとおり、国民の 2.32％が上記いずれかの障害をもっていることが確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のことから、ミャンマー全体では約 120 万人が上記いずれかの障害を有しており、うち約

13万人（0.24％）が聴覚障害を有すると推計される。また、以下のような点が指摘されている。 

・ 障害者の生活水準は国家の平均以下であり、15％のみが自立した生活を営むことが可能で

ある。 

・ 高等教育を受けた障害者は全体の 10％以下である。 

・ コミュニティへの社会参加、障害者の生活向上のための支援プログラムに参加できない。 

同調査結果を基に、DSWにより、障害者支援にかかわる国家活動計画（Myanmar National Plan of 

Action for persons with Disabilities 2010-2012）が策定された。 

次に示す図２－１は、各州・地域における聴覚障害者の割合を表す。 

表２－１ 障害区分別の各管区・地域の障害者率（％）

 



 

－5－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出所：Myanmar National Disability Survey 2010 

図２－１ 各管区・地域の聴覚障害者率 

 

２－２ ろう者支援に係るミャンマー政府の政策 

2008年に制定された憲法の 32条で、政府による障害者支援が明記されているほか、前述のとお

り障害者への調査結果を基に、障害者支援に係る国家活動計画（Myanmar National Plan of Action for 

Persons with Disabilities 2010-2012）が策定された。同アクションプランには障害者の地域に根ざし

たリハビリテーション（Community Based Rehabilitation：CBR）を通した地域社会での支援を中心

とした活動が計画されており、その実施に際しては、UNDPを中心とした開発パートナーによる支

援が計画されている。同アクションプランにはろう者を特定した支援内容は明記されていないが、

障害者の医療、教育、地域社会での基本的な社会サービスへのアクセス向上による社会参加の促

進が提起されている。 

また、1993年に制定された児童法（Child Law）には、障害をもつ児童が特別支援教育校（DSW

管轄）、ボランティアソーシャルワーカー、NGO等を通した基礎教育及び職業訓練及びその他の国

家によるさまざまな支援を受ける権利が規定されている。 

 

２－３ フェーズ 1 の成果と課題 

２－３－１ フェーズ 1の成果 

「社会福祉行政官育成プロジェクトフェーズ 1」（以下、フェーズ 1）においては、表２－２

に示すとおり、すべての評価指標が達成された。特に、プロジェクトで作成されたミャンマー

手話会話集は、手話の単語だけでなく、手指以外の動作で表現される文法要素も含んだ画期的

なものであり、マレーシアなど他のアジア諸国でもモデルとして紹介されている。さらに、当

初計画から追加的に実施された地方における手話啓発活動も順調に実施され、全国へのミャン

マー手話の普及をめざした上位目標の実現に高いインパクトを与えている。この背景には、プ

ロジェクトを通して、ろう者のエンパワメントが促進され、それに伴い聴者の意識改革による

ろう者、聴者間の連携体制が強化されたことが活動の促進要因となっている。フェーズ 1 で育

成されたタスクフォースを中心とした人的資源が、「社会福祉行政官育成プロジェクトフェーズ
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2」（以下、フェーズ 2）における手話支援者育成に効果的に活用されることが見込まれる。 

 

表２－２ フェーズ 1 における評価指標達成度 

指 標 達成度 

プロジェクト目標：社会福祉行政官とろう者コミュニティ及びその他プロジェクト関係者が共同でミャン

マー手話を普及する体制が強化される。 

1. 社会福祉行政官とろう者を含む関係者の共同で実施した

活動の事例 

1. 手話会話集作成、手話研修の実施 

 

2. ミャンマー手話会話集受領者の会話集への満足度が 5 段

階の 4以上と評価される。 

2. 手話会話集の満足度：4.0 

 

3. ミャンマー手話研修の参加者の理解度が 5 段階の 4 以上

と評価される。 

3. 手話研修参加者の満足度：4.5 

 

4. ミャンマー手話研修の参加者の理解度が 5 段階の 4 以上

と評価される。 

4. 手話研修参加者の手話への理解度：4.0 

成果１：タスクフォースがミャンマー手話教材及び手話研修を評価する技術を習得する。 

1-1. タスクフォースがミャンマー手話会話集と研修の評価

ツールを作成する。 

1-1. 手話会話集、研修評価ツールが作成され

た。 

1-2. タスクフォースによる評価報告書の作成数 

 

1-2. タスクフォースにより最終評価報告が

実施された。 

1-3. 評価報告書の結果が反映された事例 1-3. 研修評価の結果は反省会等を通して、研

修の改善に活用されている。 

成果２：ミャンマー手話会話集がろう者コミュニティの主導により作成される。 

2-1. ミャンマー手話会話集の作成 2-1. ミャンマー手話会話集が作成された。

2-2. タスクフォースのミャンマー手話会話集に対する満足

度が 5段階の 4以上と評価される。 

2-2. タスクフォースの会話集への満足度：

4.8 

2-3. ミャンマー手話会話集の配布数 2-3. ミャンマー手話会話集の配布数：5,912

成果３：タスクフォース、ファシリテーターがミャンマー手話教材に基づき、手話指導の技術を習得する。

3-1. タスクフォースがミャンマー手話研修の指導計画を作

成する。 

3-1. ミャンマー手話研修の計画が作成され

た。 

3-2. 参加者の指導に関する知識についての理解度が 5 段階

の 4以上と評価される。 

3-2. 手話研修参加者の手話の理解度：4.0 

 

3-3. 参加者の教材についての満足度が 5 段階の 4 以上と評

価される。 

3-3. 手話教材への満足度：4.0 

 

成果４：ろう者に関するコミュニティ（一般市民）の意識が向上する。 

4-1. 州レベルで実施するミャンマー手話研修の開催数と参

加人数 

4-1. 12 州でミャンマー手話研修が実施され

375名が参加 

4-2. 州レベルで実施するミャンマー手話研修の参加者のろ

う者についての理解度が 5段階の 4以上と評価される。

4-2. 参加者のろう者への理解度：4.8 

 

２－３－２ フェーズ 1における課題 

フェーズ 1 の課題として以下の点が挙げられる。これらをフェーズ 2 において改善すること

により、今後のプロジェクト効果の更なる向上が期待される。 

 

（１）プロジェクトの持続性 

プロジェクトでの啓発ワークショップの実施等、活動はほぼ日本側予算により実施され

てきた。今後の継続的な手話普及活動の実施に際しては、相手側負担も考慮したワークシ

ョップの実施が求められる。限られた社会福祉予算の効率的活用のための手段として、既
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存の研修制度を活用するなどの効率的な研修計画の策定が、将来計画として、DSWにより

提言されている。 

 

（２）タスクフォースメンバーの身分保障 

タスクフォースメンバーの大部分はボランティアとしてプロジェクト（フェーズ 1）の活

動に参画してきた。今後もタスクフォースのメンバーとして、他のろう者の社会参加に貢

献したいといった意見がある一方で、プロジェクト業務と本業との両立が困難であるとい

った意見もある。今後の活動の継続には、ボランティアで参加しているメンバーへの生活

保障の検討が求められる。 

 

（３）ワークショップ参加者 

プロジェクト後半で実施された手話啓発ワークショップは、研修効果を考慮し、各州・

地域からの参加人数を 30名に限定して実施してきた。ワークショップへの参加者はDSWに

より、教育省、保健省等の地域事務所、NGO等を対象として募集を行ったが、対象人数が

限定されていたことから、受講の意向があっても研修に参加できない人がいた。DSWは、

手話を学びたい一般の人々及び地方のろう者に対しても手話を普及したいとの意向がある

ため、今後、手話啓発ワークショップの参加者の選定に関しては、その目的を明確化する

ことで適切な人選がなされることが望まれる。 

 

２－４ 他ドナーによる支援の状況 

DSWは障害者支援においてUNDP及びNGOであるTLMIとの連携により、障害者分野の調査、国

家活動計画（National Action Plan：NAP）の策定を実施しており、NAPに基づいて、700名の障害

者が生活支援、補助器具、理学療法、カウンセリング等の支援をTLMIの障害者リソースセンター

を通して実施している。また、他の開発パートナー〔英国国際開発省（DfID）、オーストラリア国

際開発庁（AusAID）、欧州連合（EU）等）〕との間に障害者支援分野の運営委員会が組織されてい

る。しかし、ろう者支援に特化した活動を実施している他のドナーは確認されていない。 
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第３章 プロジェクトの基本設計 
 

３－１ プロジェクトの基本構想 

プロジェクトフェーズ 2 においては、手話指導者2のキャパシティ・デベロップメントを中心的

な活動と位置づけている。手話指導者が、コミュニティでの基礎的なコミュニケーション支援を

行える者（手話支援者3）を育成する計画である。ただし、手話支援者の育成には長期的視点が必

要となるため、今後 3 年間でのプロジェクト期間内においては、手話指導者の育成を中心的な目

標とし、手話支援者への指導は手話指導者のキャパシティ・デベロップメントの一環（Learning by 

Teaching）と位置づける。プロジェクトにより育成された手話指導者が、プロジェクト終了後、支

援者育成を継続することにより、長期的には手話通訳者が養成されることを見据えた計画となっ

ている。 

プロジェクト期間内に手話指導者による研修を受講する手話支援者は、将来的に学校、病院、

役所等の施設において、ろう者支援を実施することが計画されている。また、フェーズ 1 から実

施されている手話啓発活動を継続するほかの管区・地域での実施については、DSWが主導して（日

本人専門家は側面支援のみを行う）、フェーズ 1で育成されたタスクフォースを中心として実施し

ていくことが同意されている。さらに、フェーズ 1 において策定された手話教材は基礎的な内容

のものであるため、手話支援者育成のための教材作成を進めていくこととしている。 

 

３－２ 実施体制 

本プロジェクトのミャンマー側C/P機関は、社会福祉・救済再復興省DSWであり、DSW局長を合

同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC）委員長、DSW副局長をJCC副委員長兼プロジェ

クト・ダイレクター、DSWリハビリテーション課長をプロジェクト・マネジャーとする。また、

JCCメンバー及びC/Pに、元マンダレーろう学校校長であり、プロジェクト（フェーズ 1）の中核

的役割を担ってきたDSW課長補佐（薬物中毒者リハビリテーション担当）をメンバーに加えるこ

ととなった。 

 

（１）JCCメンバー 

・ 委員長：DSW局長（Director General） 

・ 副委員長：DSW副局長（Deputy Director General） 

・ 委員：DSW（マンダレーろう学校、マンダレー管区を含む）、ろう者組織（ヤンゴン、マ

ンダレー）、メアリー・チャップマンろう学校代表者、手話指導者代表者 

・ 日本側関係者（JICA専門家、JICAミャンマー事務所） 

 

（２）C/P 

・ プロジェクト・ダイレクター：DSW副局長 

・ プロジェクト・マネージャー：DSWリハビリテーション課長 

・ DSWマンダレー支部副支部長 

                                                        
2 本プロジェクトでは手話支援者への手話指導を行う人材を「手話指導者」（Sign Language Trainer）と称する。 
3 本プロジェクトでは高度な通訳ではなく生活上の必要な支援、例えばDSWへの申請や学校でのPTA活動などにおいてろう者と

聴者の仲立ちをする人材を「手話支援者」（Sign Language Supporter）と称する。 
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・ リハビリテーション課 課長補佐（障害者リハビリテーション） 

・ リハビリテーション課 課長補佐（薬物中毒者リハビリテーション） 

・ マンダレーろう学校校長 

・ メアリー・チャップマンろう学校校長 

 

（３）手話指導者 

フェーズ 1のタスクフォースから教授能力の高い 6名のろう者、2名の聴者、計 8名（ヤン

ゴン 4名、マンダレー4名）を今後のモデルとなる手話指導者として選出する。現在想定され

ている指導者候補のなかには、フェーズ 1 からボランティアとしてタスクフォースの活動に

参画している者も含まれている。フェーズ 2 における手話指導者としての業務は、長期の研

修を要し、また専任としての手話指導業務の実施が求められることから、本業をもちつつボ

ランティアとしてプロジェクトに参加することは困難である。これら指導者が手話指導者と

しての業務に専念できるよう、生活をDSWが保障することが同意されている。 

また、効率性の観点からヤンゴン、マンダレーの指導者が合同で指導者研修を受講し、手

話支援者の育成を行うことを計画していることから、マンダレーの 4名の指導者に関しては、

プロジェクト期間中はヤンゴンを生活拠点とし、プロジェクト終了後にマンダレーに戻り、

マンダレーで活動を継続することを検討している。そのため、指導者の人選に関しては、本

人の指導能力に加え、ヤンゴンに拠点を置くことが可能であることが選定条件となる。ヤン

ゴンでの宿泊は、DSWの研修センターの活用がDSWにより検討されている。 

 

（４）手話支援者 

手話支援者として、DSW及び他の省庁等から 20名程度の候補者を今後のモデルとなる人材

として選出する。育成された手話支援者は学校、病院、市役所等に配属、もしくは要請に応

じて各所属先から派遣されることを想定しており、ろう者への基本的なコミュニケーション

支援業務をフルタイムとして担当することを想定している。さらに将来的には、手話支援者

の中から手話通訳として、学校の授業や法廷での支援を行う人材を育成することを想定して

いる。 

手話支援者の候補者は、過去にプロジェクトで実施している手話啓発ワークショップを受

講したことのある人物が想定されているが、手話のレベルは基礎的なものにとどまっている

ため、フェーズ 2 で手話指導者が実施する研修にフルタイム（もしくはそれに近い形）で参

加し手話能力を向上させる必要性がある。プロジェクト開始後、約 1 年間は手話指導者への

指導者研修を実施する予定であり、その後、手話指導者による手話支援者の育成を開始する

予定であるところ、プロジェクト開始後に長期の研修参加が可能な候補者がDSWにより選定

される予定である。 

 

（５）タスクフォース、ファシリテーター 

フェーズ 1 ではプロジェクトの実施にあたり、以下のようにマンダレー、ヤンゴン双方か

らタスクフォース及びファシリテーターを選出した。 

・ タスクフォース 

 役割：プロジェクト活動を中心的に推進する。 
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 構成：DSW職員、ろう学校教員、ろう協会会員（計 20名） 

・ ファシリテーター 

 役割：手話研修実施等の補佐 

 構成：ろう学校教員、ろう協会会員（計 12名） 

フェーズ 2 においては、マンダレー、ヤンゴン各 4 名の計 8 名が今後のモデルとなる手話

指導者してプロジェクト業務に従事することが計画されている。一方で残りのタスクフォー

ス及びファシリテーターに関しては、全管区・地域で実施する啓発ワークショップの講師を

専門家の支援により実施することにより、継続的な手話指導能力の向上を図る。 

 

３－３ プロジェクトの概要 

フェーズ 2においては、プロジェクト目標の達成のため、DSWの体制整備（成果１）、手話指導

者の養成（成果２）、手話支援者の育成（成果３）、手話の啓発活動（成果４）の 4 つの成果（ア

ウトプット）とそれに伴う活動が計画されている（図３－１参照）。日本人専門家の支援の下、そ

れぞれの成果が達成されることで相乗効果が期待され、プロジェクト目標であるDSWによる、手

話指導者の手話支援者への手話指導能力の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図３－１ プロジェクト実施体制 

 

３－３－１ 実施期間 

協力期間はフェーズ 1同様に、2011年 5月～2014年 5月（案）の 3年間とする。 

 

３－３－２ プロジェクトサイト 

フェーズ 1においては公立のろう学校4が所在するマンダレー及びNGOとしてのメアリー・チ

ャップマンろう学校が所在するヤンゴンの双方を対象地域としてプロジェクトが実施されてき

た経緯がある。フェーズ 2 においては、専門家の負担の軽減及び研修施設の利用が可能である

                                                        
4 ヤンゴンに所在するメアリー･チャップマンろう学校はNGOにより運営されている。 

 

全管区・地域対象者：ヤンゴン、マンダレー

マンダレーろう学校メアリーチャップマンろう学校

ろう者、その家族及びコミュニティ

社会福祉救済省

タスクフォース

手話支援者

（社会福祉局、教育省、保健省、内務省、NGOs 等）

手話指導者

社会福祉局（ＤＳW)

成果2:手話指導者の訓練実施

2‐1 手話指導者の選定、手話指導能力の測定

2‐2 手話指導者育成プログラム作成

2‐3 手話指導者の訓練実施

成果 1: プロジェクト実施体制整備

1‐1 手話支援のニーズ調査

1‐2 手話支援者育成及び手話支援サービス提供の計画策定

1‐3 定期的なモニタリング、評価の実施

成果 3: 手話指導者による手話支援者の訓練実施

3‐1 手話支援者の選定

3‐2  手話支援者育成カリキュラム作成

3‐3 手話支援者の訓練実施

啓発ワークショップへの参加者

（社会福祉局、教育省、保健省、内務省、NGOs 等）

JICA

・長期専門家

・短期専門家

・本邦研修、第3国研
修

成果 4 : ろう者と手話に関する啓発活動実施

4‐1 啓発活動の実施計画策定

4‐2 啓発活動のプログラム作成

4‐3 啓発活動実施

協調体制
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ことを理由に、手話指導者及び手話支援者の育成を共にヤンゴンを拠点として行うこととなっ

た。研修施設としてヤンゴンのDSWの研修センターを活用し、専門家も同一施設に常駐するこ

とを検討している。 

一方でプロジェクトサイトを完全にヤンゴンに移すことはフェーズ 1 で育成されたマンダレ

ーの他のタスクフォースの活動参加機会を減らし、指導能力の維持を困難にすることが想定さ

れることからも、成果４における啓発活動においては、手話指導者以外の他のタスクフォース

を活用することにより、活動への参加機会を維持すると同時に、専門家による定期的なモニタ

リングにより、指導能力の継続的な向上を図る。 

 

３－３－３ 上位目標 

DSWにより、ろう者の社会参加促進のための手話指導者の手話支援者への指導及び手話支援サ

ービスが継続される。 

 

【指標・目標値】 

1．プロジェクト終了後に育成された手話支援者の数 

2．手話支援サービス利用者の数 

3．手話支援サービス利用者の満足度 

*目標値の設定は、本プロジェクト開始後実施する。 

 

３－３－４ プロジェクト目標 

DSWにより、手話指導者の手話支援者への手話指導能力が向上される。 

 

【指標・目標値】 

1．手話指導者の指導力 

2．手話支援者の手話能力 

 

３－３－５ 成果及び活動 

（１）成果１ 

手話支援者育成及び手話支援サービス提供のための実施体制がDSWにより整備される。 

    

【活動】 

1-1．手話支援のニーズ調査を実施する。 

1-2．手話支援者育成及び手話支援サービス提供の計画を作成する。 

1-3．定期的なモニタリング、評価を実施する。 

【指標・目標値】 

1-1．選定された手話支援者の数 

1-2．手話支援者育成及び手話支援サービス提供の計画 
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（２）成果２ 

手話指導者の訓練が実施される。 

    

【活動】 

2-1．手話指導者を選定し、手話指導能力を測定する。 

2-2．手話指導者育成プログラムを作成する。 

2-3．手話指導者の訓練を実施する。 

【指標・目標値】 

2-1．訓練された手話指導者の数 

2-2．参加者の満足度 

2-3．参加者の理解度 

 

（３）成果３ 

手話指導者により、手話支援者の訓練が実施される。 

    

【活動】 

3-1．手話支援者を選定する。 

3-2．手話支援者育成カリキュラムを作成する。 

3-3．手話支援者の訓練を実施する。 

【指標・目標値】 

3-1．訓練された手話支援者の数 

3-2．参加者の満足度 

 

（４）成果４ 

ろう者と手話に関する啓発活動が実施される。 

    

【活動】 

4-1．啓発活動の実施計画を立てる。 

4-2．啓発活動のプログラムを作成する。 

4-3．啓発活動を実施する。 

【指標・目標値】 

4-1．啓発活動実施回数 

4-2．啓発活動への参加者数 

4-3．参加者の満足度 

4-4．参加者の理解度 

 

３－３－６ 投入 

＜日本側＞ 

１．長期専門家：業務調整／研修計画 
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２．短期専門家 

・手話通訳者育成 

・手話指導教材作成 

３．本邦研修 

４．機材供与 

５．運営指導調査 

 

＜ミャンマー側＞ 

１．C/P配置 

-DSW、リハビリテーション課 課長 

-リハビリテーション課 副課長 

-リハビリテーション課 課長補佐 

-マンダレーろう学校 校長 

-DSWマンダレー支部 副支部長 

-メアリー・チャップマンろう学校 校長 

２．専門家執務スペース 

３．訓練スペース（研修センター等） 

４．プロジェクト活動経費の一部負担（ワークショップ開催時の会場提供等） 

 

３－３－７ 外部条件（満たされるべき外部条件） 

（１）上位目標達成のための外部条件 

DSWの実施体制が変わらない。 

 

（２）成果達成のための外部条件 

タスクフォースメンバーが業務を継続する。 
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第４章 プロジェクトの評価 
 

４－１ 妥当性 

本プロジェクトは以下の点から妥当性が高いと判断できる。 

・ 2008年に制定された憲法の第 32条で、政府による障害者支援が明記されている。また、UNDP

の支援の下、ろう者を含む障害者の社会参加の推進を目的としたNAPが制定された。NAP

では障害者の社会参加の促進として、教育機会の提供、コミュニティにおける啓発の促進

が示されており、手話支援者の育成による、ろう者の社会参加を目的とした本プロジェク

トはミャンマー側の政策と合致する。 

・ わが国のミャンマー国事業展開計画において、本プロジェクトを含む「障害者支援プログ

ラム」は開発課題「社会的弱者をとりまく社会環境の改善」の下に位置づけられている。 

・ 日本は手話通訳の養成、メディアによる啓発活動等に豊富な経験と実績を有しており、プ

ロジェクト・デザインにはこれらの経験が有効に反映されている。 

・ 学校、病院、警察等の公共の場での手話支援者への高いニーズが確認されている。また、

ろうの学生を受け入れている統合教育校では、ろう児が学習に困難を抱えており、ろう学

校での補習が不可欠な状況にあるなど、教育現場における支援の必要性が確認された。 

 

４－２ 有効性 

本プロジェクトは以下の点から有効性が見込める。 

・ プロジェクト目標「DSWにより、手話指導者の手話支援者への手話指導能力が向上する。」

の達成のために、①DSWの体制整備、②手話指導者の養成、③手話支援者の育成といった

3つの成果（アウトプット）とそれに伴う活動が計画されている。また、上位目標であるろ

う者の社会参加の促進に不可欠な成果４が設定されていることからも、プロジェクト目標、

上位目標達成のために十分な成果が計画されている。 

・ 手話指導者の主体はろう者であり、プロジェクトでは当事者であるろう者の手話指導能力

を向上させることにより、プロジェクト目標の達成に向けた活動を推進させることをめざ

している。また、ろう者コミュニティをタスクフォースとして活動の中心に据えることに

より、プロジェクトへの主体性が向上し、ろう者の社会参加に貢献するといった、フェー

ズ 1の教訓がプロジェクトの計画に反映されている。 

・ プロジェクト目標の評価指標として、手話指導者の指導力及び手話支援者の手話能力を測

定することにより、手話指導者の育成状況を把握する。これらの指標の測定に際しては、

日本人専門家による手話指導力チェック、手話能力の試験等により個人の上達度が確認さ

れることを想定している。プロジェクト開始後、ベースライン調査として、現状の手話指

導者及び支援者の候補者のレベルを確認することにより、プロジェクト期間での達成レベ

ルを調整する。 

・ プロジェクト目標達成のためには、手話指導者が専任で業務を継続する必要があることか

らも、手話指導者が専任としてプロジェクトのかかわれる体制を構築することが求められ

る。現在、ボランティアベースでプロジェクトに参画している指導者候補のタスクフォー

スに対して、DSWによる給与支給及びNGO等のパートナーの支援による生活保障がDSWに

より検討されていることからも、この想定される阻害要因がプロジェクト内で対処される
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可能性は高い。 

 

４－３ 効率性 

本プロジェクトは、以下の点から効率的な実施が見込める。 

・ 本計画では、手話指導者及び支援者の育成をヤンゴンで実施することとしている。対象地

域にはフェーズ 1 の対象地域であったマンダレーも含めるが、訓練の実施地域をヤンゴン

に限定することにより、専門家による効率的な指導、研修運営が可能となる。 

・ プロジェクトの直接被益者は手話指導者の 8名、手話支援者 15～20名、啓発ワークショッ

プ参加者 500 名程度が想定される。プロジェクトで育成される手話指導者、手話支援者は

ともにモデルとして位置づけられ、プロジェクト終了後、ミャンマー側がモデルを活用し、

将来的に手話通訳者の育成をめざす計画としている。プロジェクト期間内の被益人数は限

定しているが、指導者、支援者が現時点で存在していない同国において、このような人材

を無から育成することは、投入に対して十分な成果の発現が期待される。一方で最終被益

者としては、ミャンマーの聴覚障害者 13万人5が想定される。 

・ 手話指導者は、フェーズ 1 において育成されたタスクフォースのなかから手話指導技術の

高いメンバーを選定することとなっている。選定にあたっては、短期専門家による手話技

術の評価レポートを参照し、専門的な知見から、手話支援者を効果的に育成することがで

きる体制を構築する。 

・ 支援者育成のため、DSWの既存の研修施設提供が計画されており、現地リソースを用いた

効率的なプロジェクト運営が期待される。 

 

４－４ インパクト 

本プロジェクトのインパクトは以下のように予想できる。 

・ 上位目標には「DSWによる、ろう者の社会参加促進のための手話指導者の手話支援者への

指導及び手話支援サービスの継続」が計画されている。プロジェクト目標であるDSWによ

る手話指導者の育成により、支援者の育成がプロジェクト終了後も継続することが想定さ

れ、将来的な上位目標の達成が見込まれる。 

・ 手話支援者の育成、支援サービスの提供に関する計画をプロジェクト開始後にDSWが策定

することが活動に含まれている。また、DSWからプロジェクト終了後も手話支援者の育成

を継続する意向が示されており、プロジェクト終了後の上位目標の達成に対するDSWから

の高いコミットメントが確認された。 

・ 上位目標を測定する指標として、育成された手話支援者による手話支援サービス利用者の

数、満足度が設定されていることからも、手話支援者によるサービスの質と量を測定する

ことによるプロジェクト効果の上位目標への貢献度を確認するための適切な指標設定がな

されている。 

 

                                                        
5 Myanmar National Disability Survey 2010の結果を基に算出した。調査は聴覚障害者を対象としており、ろう者の人数とは異な

る。 
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４－５ 持続性 

本プロジェクトの持続性は以下の通り見込める。 

・ DSWはフェーズ 1 の成果を高く評価しており、ミャンマー手話の普及に積極的に取り組む

姿勢を示している。また、2008 年に憲法に「政府による障害者支援の実施」が明記され、

NAP（2010-2012）に基づいた「ろう者を含む障害者の社会参加をめざした活動」が開始さ

れていることからも、障害者支援分野における政策的支援が継続される可能性は高い。 

・ フェーズ 1 において、DSWは積極的にプロジェクトを支援しており、高いオーナーシップ

が確認された。プロジェクトで策定されたミャンマー手話の普及に関して、他管区・地域

のDSWを取り込んだ普及計画を策定していることは、DSWのプロジェクトへの長期的なコ

ミットメントを示すものである。 

・ フェーズ 1では活動にかかるほとんどの経費をプロジェクトにより負担したが、フェーズ 2

においては、啓発活動の一部の経費負担及び手話指導者への生活保障、研修施設の提供な

どが計画されている。また、プロジェクト終了後は、手話支援者の育成をDSWの通常研修

に含めることも検討されており、継続的な支援者の育成が期待できる。 

 



 

－17－ 

第５章 団員所感 
 

５－１ 総括所感（団長：JICA国際協力専門員 久野研二） 

2010 年まで 3 年間にわたり実施された「ミャンマー連邦共和国 社会福祉行政官育成（ろう者

の社会参加促進）プロジェクト」は長期及び短期の専門家、本邦研修を実施した諸機関、在外事

務所、そしてミャンマー政府及びC/P諸機関の努力により、当初の目標を達成し、ミャンマー政府

また直接・間接の裨益者からも高い評価を受けた。本調査はこの成果を更に発展させるプロジェ

クトのフェーズ 2 の実施計画の策定に向けた調査であり、その目的はミャンマー政府とプロジェ

クトの計画について合意することで達成することができた。 

他方、その過程で、いくつかの留意点も明確になり、本報告書本文においてもこれらの点は議

論され記録されている。ここでは、それらのなかで特に重要と思われる以下の点について補足を

加えたい。 

① 確認されたこと、今後確定すること 

② プロジェクト実施のデザイン（手話指導者及び支援者育成のデザイン）：不可分一体の育成

モデル形成 

③ 他の途上国の手話支援者（通訳）育成の経験：ろう者の主体化と試行錯誤の必要性 

④ プロジェクト成果を持続可能にするために前提となる状況 

⑤ ミャンマー手話という「識字（言語）」によるエンパワメント 

 

（１）確認されたこと、今後確定すること 

当初、本プロジェクトの目的をめぐっては「通訳と支援者のレベルや位置づけ・業務内容

や形態」、またそれに伴う「研修方法」など関係者によりかなり幅の広い理解がなされており、

それが本プロジェクトの計画策定の最大の課題であった。 

しかし、本調査を通して、10～20 年という長期の目標としては、ろう者から高いニーズが

表明されている手話通訳者の育成とサービスの確立が必要であり、本プロジェクトにおいて

は、そのために必要な手話指導者の育成が主たる目標であることとし、そして、それと対を

成す形で将来的に手話通訳者の土台となるであろう手話支援者を育成することが目標と理解

された。 

また同時にプロジェクト期間を含め中期的にめざす手話通訳者（支援者）は、高度な通訳

ではなく生活上において必要な支援を提供する者、例えば、DSWに申請に来た際や学校での

PTA活動などにおいてろう者と聴者の仲立ちをするようなレベルが「手話支援者」として育成

されることとして合意された。DSWは、このプロジェクトによって開発される人材と教育モ

ジュールを用いて人材の育成を継続するとともに、支援者によるサービスの提供を制度とし

て確立していくことがプロジェクト後に求められる成果であることが合意された。支援者に

よるサービス提供を制度として確立するということは、その育成が持続的に実施されるため

の指導者の確保、サービス提供のための人材の育成と確保、また予算の確保などを意味する。 

これらの合意事項を基礎に、これからプロジェクトの実施に向けて、開始前また開始後種々

の状況が確定していくに従って、更に明確に確定していく必要がある事項は以下の点になろ

う。 

・ 指導者の育成目標（手話技術、指導技術、ほか） 
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・ 支援者育成の詳細な計画（期間、レベル、モジュール、など） 

・ 支援者サービス制度（配置、予算）の詳細 

    

本プロジェクトにおいて育成する手話指導者と手話支援者は名称も似通っており、社会的

に確定されているものではないため、関係者によって異なるイメージや理解がもたれて混乱

が生ずる可能性がある。この混乱を避けるために、プロジェクト関係者また裨益者に対して

混乱が生じないようにしていくことには留意が必要であろう。 

 

（２）プロジェクト実施のデザイン（手話指導者及び支援者育成のデザイン）：不可分一体の育成

モデル形成 

本プロジェクトにおいては、手話指導者と手話支援者という 2 つの人的資源の人材育成が

含まれている。これをどのように位置づけ組み合わせて考えていくのかについて関係者間で

種々のアイデアが提示された。特に支援者の育成の期間や到達目標については上述したとお

り、今後の状況を見据えながら、また、指導者の育成状況などにかんがみながら最適なもの

がプロジェクト前半において策定される必要がある。 

他方、指導者と支援者という 2 つの育成をどのようにプロジェクトの中で行うかについて

は、その構成において 2つの考え方が提示された。1つは、それぞれを関連あるものととらえ

つつも人材育成としてはそれぞれのキャパシティ・デベロップメントとして 2 本の育成プロ

グラムとする考え。もう 1 つは、指導者と支援者（もしくは手話通訳者を指導する人材と手

話通訳者）の人材育成は不可分の一体的なもので、それ自体が両者一体となった「育成モデ

ル」として形成される必要があるという考え。後者は参団していただいた森氏の専門的な視

点からの示唆として示された。前者の場合、支援者の育成指導モジュールを想定しつつも、

指導者の育成はその過程において支援者の直接的な関与なしに指導者の育成として完結し得

る。他方、後者の場合は、指導者の育成過程そのものにおいて、彼らが指導する支援者が「彼

らから学ぶプロセスを通しての相互作用」自体が指導者の育成プロセスに不可欠なものとな

る。この 2 つを図示するならば以下のようになろう。後者の場合、下図において下方への矢

印で示されている「Training（研修）」が両者をつなぐ形でより適切に形成されると考える。 

他方、ここで示す「モデル」とは、「モデル」という言葉によって説明されてはいるものの、

他に移転をするためのパイロットモデルということではなく、育成そのもののシステムとい

う意味合いがより強いものとして理解されるべきであろう。つまり、この一体的な育成の中

で試行錯誤が繰り返されることがひとつの循環的プロセスとして実施していける形や場（こ

の意味でのモデル）であるということと理解した。 
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プロジェクト概要  （1）人材育成型 

（2 本立て）  

（2）モデル形成型 

（一体型育成） 

   

SLT：Sign Language Trainer（手話指導者） 
SLS：Sign Language Supporter（手話支援者） 

 

（３）他の途上国の手話支援者（通訳）育成の経験：ろう者の主体化と試行錯誤の必要性 

私自身はマレーシアのプロジェクトの一部としてマレーシアの手話指導者と通訳者の育成

に対して関与した6。その経験から感じるのは、ろう者自身が中心的な役割を担う必要性とそ

の効果である。マレーシアでは手話通訳者の育成はマレーシア手話の確立と不可分の発達を

遂げており、これはミャンマーの現在の状況と非常に似ていると感じており、マレーシアか

ら技術的な指導を受けるということではなく、マレーシアの取り組みの歴史とそこでの経験

から学ぶことも多いと感じている。 

マレーシアにおいては、当初KTBM（Kod Tangan Bahasa Malaysia）と呼ばれる、聴者教員が

アメリカ手話を元に開発したマレーシア語対応手話ともいうべき手話や、母音を口の形で表

しながら、子音を手指の形（キューサイン）で言葉を表す方法であるキュードスピーチ（Cued 

Speech）が混在するなかで、ろう者自身による団体連合であるマレーシアろう連盟によってろ

う者自身によるマレーシア手話が主体的に確立されてきた。そのなかで、マレーシア手話の

通訳の育成も数としては少ないが逆に固定した人材によって継続的かつ深度をもってなされ

てきた。その結果として、マレーシア障害者法においてもマレーシア手話が言語として認識

されるに至った経緯がある。 

この経験をみると、マレーシア手話の確立と通訳の育成の初期段階においては、ろう者と

彼ら自身の団体の育成と強化による、この過程への主体的な取り組みの強化が第一に必要で

あること。次に、この初期においては、多数の通訳を政策として短期間に育成するよりも、

少数の限定された対象とともに試行錯誤を重ねながら比較的時間をかけてノウハウを形成し

ていく時間的な規模が必要であると感じている。これは、上記（２）の試行錯誤の形・場と

しての一体型モデルの育成と通じるところであろう。 

マレーシアでは、このろう者の主体化と通訳の育成のノウハウがある程度確立した段階で

政府による支援が入り、日本円にして 2億円の予算措置がなされ、高等教育機関（私立大学）

におけるディプロマレベルの通訳者育成の正式な開始が始まった。 

ここからいえるのは、特にその初期においては、ミャンマーにおいてもこれらのろう者の

主体化やノウハウの十分な蓄積は、支援者育成の制度化において不可欠なプロセスとして考

えられ、このプロセスをプロジェクトにおいてもきちんととっていくことが重要であると思

われる。 

                                                        
6 マレーシア障害者の社会参加支援サービスプロジェクトの専門家として活動中。本調査にはマレーシアから団長として参団し

た。 
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SLS 

Training 
SLT 

SLS 

Training 
SLT 

SLS 

Training 
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（４）プロジェクト成果を持続可能にするために前提となる状況 

プロジェクト開始の前提必須条件とはしないものの、プロジェクトの成果を確保するため

に留意すべき点も明確になった。それらのうち特に重要と思われる点を箇条書きにすると以

下のようになろう。 

・ 手話指導者（特にろう者リソース）のフルタイムでのプロジェクトへの関与が可能と

なるような制度 

・ 研修場所や予算も含めたDSW及びミャンマー政府のコミットメント 

・ 適切な支援者の選定 

・ 人材の出口の確保、特に、支援者によるサービス提供を確保するための人材配置・予

算付けなどの制度・政策的裏づけ 

 

（５）ミャンマー手話という「識字（言語）」によるエンパワメント 

タスクフォースのろう者からのインタビューにおいて、ミャンマー手話を獲得（もしくは

確立）する過程を通してのエンパワメントの効果を実感した。ここでいうエンパワメントと

は、技術の習得や意思決定における多数者という意味でのエンパワメントではなく、ブラジ

ルの識字教育者であるパウロ・フレイレが理論化した批判的社会認識（Conscientization, Critical 

Consciousness）としてのエンパワメントである。 

インタビューにおいてろう者タスクフォース・メンバーから出された 2 つの印象深い発話

を例にこの点を述べたい。1 つは、「今までは聴者の言葉を手話でどう表すかが中心であった

が、フェーズ 2 では私たちが手話で話していることをどう聴者にわかってもらうかという会

話集の作成をしたい」という発言、もう 1 つは「私たちが手話を確立し広めることによって

ミャンマーをより良い社会としていく」という発言である。1980 年代以降の開発NGOによる

エンパワメントを主目的とする活動の理論的な支柱となったフレイレの社会変革のための主

体化のプロセスとしてのエンパワメントの過程と理論が、この発言に代表されるミャンマー

のろう者タスクフォースの成長過程において明示されている。 

フレイレは、識字とは第三者の知識を学ぶことではなく、自身の思考を他者と共有し、そ

のことにより社会を変革していく過程であるとし、それこそが社会的に不利益な状況に置か

れている被抑圧者の解放のプロセス、つまり、被抑圧者のエンパワメントであり、かつ、よ

り平等な社会をめざした地域社会開発のプロセスとなると論じている。上記の発言、また、

ろう者が聴者（特に、教員やDSW職員）に対してフェーズ 1 初期に対してとっていたある種

の受動的な態度が、今回の調査時点においては、聴者の抑圧的な態度などについても言及し

得る発言を論理的に提示するなど、フレイレの論ずる主体化のプロセスがある種の「識字」

のプロセスである今回のミャンマー手話の確立というプロセスにかかわったろう者自身に起

こったことは、フレイレの理論がまさにエンパワメントの理論であることを示しているとい

えるだろう。フレイレはこの批判的社会認識という主体化のプロセスを以下の 3 つ（もしく

は 4 つ）に段階化している。まず第一に、自身が置かれている状況が非対称・不平等な関係

であることを理解すること、次いで、それは変革が不可能なものではなく可能であると認識

すること、そして最後に、それはだれかが変えるのではなく、不利益な状況に置かれている

私たち自身が変えるのであり、私たちにはその力があることを認識し行動するというプロセ

スである。 
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ろう者自身が置かれている被抑圧的な状況を客観的に理解し、ろう者である自身を肯定し、

自信を獲得し、ろう者の解放とより良い社会を形成するために自らがその変革の主体として

「手話を確立し、言語として広め、必要な支援や制度の確立や啓発を含めた社会の発展のた

めに自らを行動の主体として生かしていきたい」というろう者タスクフォースの発言があっ

たことを振り返ると、まさに、ミャンマー手話の確立という、ある意味での識字プロセスの

エンパワメントの効果がフレイレの論ずる形で明示されていると感じた。 

 

（６）その他 

今回先方C/Pからも要請があったが、フェーズ 2の実施の主たる地域がヤンゴンになるため、

フェーズ 1 のもう 1 つの対象地域であったマンダレー地区については、人材の育成や手話に

関する啓発などにおいて適切なフォローが実施されることが重要であろう。 

 

５－２ 団員所感（企画助言：JETROアジア経済研究所 森 壮也） 

（１）DSWとの交渉で感じたこと：今後明らかにしていく課題として以下を挙げる。 

日本からの指導はあくまで手話教授法の指導であって、ミャンマー手話の指導を担う講師

の養成であり、ミャンマーで将来の手話支援者を含む手話学習者への指導はミャンマーのろ

うの講師である。この三部構成、あるいは二重の指導の仕組みが十分に理解されていないよ

うに思われる。どのような形でミャンマー手話支援者の養成をするのかといった通訳養成プ

ログラム自体はミャンマー側で、日本を含む世界各地の通訳養成プログラムを参考に組まれ

ていかないとならない。 

 

日本側の理解 ミャンマー側一部誤解？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 手話支援者の人選については、DSWの協力範囲となっていたが、依然として他省庁を

パートナーにするという案が残っており、他省庁の職員まで入れられるのか、特に費

用負担の面でDSWがしかるべき負担をするのかは不明瞭。 

・ 今後、国際NGOからの支援を受け入れたいとしているが、そうするとフェーズ 2 の実

施中であれば、プロジェクト全体の目的や方向性についてこのパートナーとのすり合

わせも必要になってくるが、これを誰の責任でどのように行うのかは依然として不明

なまま。 

・ DSWが現在のところ出すとしているリソースは既存の人的リソース（臨時職員等）の

みであり、新たな経済的リソースの手当てについての担保は依然としてないまま。 

・ テキストのリバイスや次のテキストの要望が出ているが、その具体的な中身について

日本から派遣の短期専門家 

        インプット：手話指導法 

タスクフォース・ファシリテーター 

 

手話学習者・将来の手話支援者 

日本から派遣の短期専門家 

         インプット：手話指導法 

タスクフォース・ファシリテーター 

      ＋ 

手話学習者・将来の手話支援者 
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は依然として不明（どのようなテキストをつくりたいと思っての要望なのかが分から

ない）。 

・ DSWからは、テレビでの手話ニュースへの関心が示された。 

・ パート・タイムでの手話学習では難しいことは訴えたが、どこまで理解されたかは不

明。 

・ ろう学校中学部以上をつくるということと、一般の学校に手話のできる教員を派遣す

るという方向の 2 つの間で二者択一的な選択を考えている模様。これはそもそも二者

択一的な問題だろうか。日本などの現状と異なり、一般の学校に聞こえない生徒が在

学するというのは、ミャンマーではインテグレーションあるいはインクルージョンと

いう障害の一般社会への包摂という側面よりも、特別支援教育リソースが不足してい

るためにそうならざるを得ない部分が大きい。いわば、一般の学校に手話のできる教

員を配置するということは、ろう学校からの連続的な教育の一環として位置づけられ

ているのではなく、相補的な状況として位置づけられているはずである。ろう学校に

おいて更なる高等教育の枠組みが用意されることは、一般の学校におけるろう児の教

育のあり方のモデルを提示することにもなり、そこでしっかりと手話によってろう

児・生徒の教育ができる教員が育つことは、どちらにせよ必須である。 

・ JCCにリハビリテーション課長らが入ったのはよいことなのか、指導者チームからろう

者も入るようになっているのかどうか。聴者のみでいいのだろうか。フェーズ 1では、

実効ある国際協力のため、タスクフォースのろう者の比率を最低限半数にすることが

目標となったことからJCCについては、聴者中心の体制となった。しかしながらろう人

材の育成が進んできている現状、また通訳養成プログラムのような実際のミャンマー

のろう者のニーズや手話の実態について把握している障害当事者（ろう者）がかかわ

ることが重要な要素となってくることを考えると、JCCにろう当事者が入ってくること

が大事な要件になってくると思われる。これは、リハ課長補佐のような元ろう学校関

係者がJCCにいることにより、このプロジェクトの専門家としての位置づけがこうした

関係者に集中することでプロジェクト全体のコントロールにアンバランスが生じない

ためにも大事な要件であると考える。 

 

（２）マンダレーからの要望、またその際に感じたこと 

・ 地元レベル（マンダレー）でも保健省など他省庁の地方部局からミャンマー手話を教

えて欲しいという要望がある。 

・ 3年間で養成をするのは無理だとわかっている。5年から 6年はかかるということは理解。 

・ マンダレーのろう学校だけでなく、他の学校の人たちもこのプロジェクトの成果を使

えるようにしたい。 

・ 小川氏（フェーズ 1 プロジェクト長期専門家）からの要望として、力のある指導者候

補を選んで養成をしてほしいということを理解している。 

・ 病院（保健省）、放送局省、裁判所などのスタッフの人たちにも手話指導をしてほしい。 

・ トレーニングの場所がヤンゴンになることについては理解。 

・ 165人の会員がマンダレーろうクラブにはいる。 

・ マンダレーで実施したものと同様の指導を他の管区でも行っていきたい。    
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＜マンダレーろう者（タスクフォース・メンバー）側からの要望＞ 

・ 学校の外にろう団体あるいはコミュニティのコアが欲しい。 

・ コーダ（Children of Deaf Adults：CODA）は 50人くらいは集めることができると思う。 

・ テキストはろうコミュニティのオーナーシップでつくるようにしたい。学校がこれを

保管していると必要な人たちに十分な数が配布されない。 

・ 通訳者は、聴者の言葉を伝える人ではなく、ろう者の言葉をよく理解し、それを聴者

に伝える人であってほしい。 

・ 先生の通訳より筆談の方が理解しやすい。 

・ ろう者の手話を変えるのではなく、それが言語としてミャンマー語と対等のものであ

ることを理解してほしい。 

・ コミュニティ通訳については自分たちで負担をしてもよいと思っている。専門的な通

訳については国で専門的な人をフルタイムで雇うようにしてほしい。 

・ 日常の生活で必要な手話通訳のことを考えると、DSWだけでなく、もっと広い範囲の

人たちに手話研修に参加して欲しい（むしろ一般の市民に学習に来てほしい）。 

・ 学校の中にろう団体があると非卒業生や中退者などが学校に出入りしにくい。 

・ 通訳養成にはまだあと 30年くらいはかかるだろう。 

・ ハンセン病の国際NGOからの手話指導依頼がくるが、（ろう者の指導者の意に沿わない

形で）聴者のろう学校教員が対応しており、要望にすぐに回答ができないでいる状況。 

 

（３）ヤンゴンからの要望、またその際に感じたこと 

・ これまでの成果については満足しており、さらに高度な手話の分析の仕方（言語学）

についても学びたいので、そうした専門家を派遣してほしい。 

・ 手話通訳については、時間がかかることは理解。 

・ 現在も既にいくつかの手話指導をヤンゴン市内で実践してきているので、それを拡大

していきたい。 

・ CODAなど既に手話を獲得している人達を相手に手話通訳の養成をするアイデアは（予

算等で）実現可能ならやってみたい。 

・ ヤンゴンのろう団体には 2 つ以上の派閥があり、当日、会合に来ることができたのは

そのうち、メアリー・チャップマンろう学校の関係者とヤンゴン統合教育校の一部の

み。別のグループには日本から調査団が来るという情報もきていなかったらしく、あ

とから不満・不信感がでた模様であるため、やや危惧（後日の情報による）。 

 

（４）提言 

１）手話指導者の養成をフェーズ 1 に続いて継続していくことの現地側からの強い要望とニ

ーズもあると同時に今後を見据えての更に高度な指導技術は必須。 

２）今後の本邦研修にあたって、手話通訳の技能（通訳者側が提供できる技能Supply、支援者

イメージ図縦軸）と現場で要請される技能（通訳者側が要請される技能Demand、支援者イ

メージ図横軸）とのそれぞれについての具体的な理解・研修が必要。 

３）学校をコミュニティの中核として、そこへのImmersionによって手話を習得するという学

習環境はミャンマーでは難しい。むしろ、学校外にそうしたコミュニティの核をつくって
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ほしいという要望が出ている⇒本プロジェクトが社会福祉行政官育成を本来の目的とした

ものであることなどから一定の制約もあるが、何か可能か。 

４）手話のテキストなど新しい教材をつくる要望はでているが、それらのイメージが明確で

ないため、これにプロジェクトで具体的に応えることは難しい。むしろ人的資源の育成と

技術移転、またそれに伴う費用の手当の保証に力を注ぐべき。 

５）手話支援者としてDSWの職員を考えるのか、それ以外の人たちにも広げていくのかとい

う問題については、プロジェクトの終了後の継続性を重視するならDSW職員が優先される

であろう。しかし、プロジェクト終了後の社会的影響を重視するならそれ以外の人たちへ

の広がりも考えないとならない。さらに、ろう者側からの要望としては、むしろ政府関係

者外の地域コミュニティの人たちなど、自分たちの生活ニーズに応じて柔軟に対応しても

らえる支援者を養成したいという希望がある（政府関係者は政府窓口にいないと依頼がで

きない）。マンダレーでもヤンゴンでも共通していたこのろうコミュニティからの要望にど

う応えるか、今後の運営のなかで考えるべき。 

６）プロジェクトのフェーズ 1 が終了した現在にあっても、マンダレーとヤンゴンでは、手

話の地域差の問題に加えて（これは、音声言語同様、ろう者同士の交流やメディアによる

共有等が更に広まらないと実際には縮小していかない）、手話通訳の方式の違いが目立って

いる。すなわち、ヤンゴンではろう者の使用する手話に近いものを手話通訳を担当する際

に教員が使用するようになっているのに対し、マンダレーでは依然として聴者優位の状況

が残っているためか、ビルマ語の文法と口型を多用した手話を手話通訳担当教員が用いて

いる。ミャンマーにおける手話通訳養成への国際協力を考える際には、こうした条件をも

勘案し、手話話者であるろう者に分かる手話通訳の養成ができるような仕組みも考えてい

く必要がある。 

７）手話指導者の養成と手話支援者の養成については、本プロジェクトにおいては、両者は

別途の独立したキャパシティ・デベロップメントではなく、一体のものとして考えられる

べきと思われる。ミャンマーにおいては、まだ手話通訳者がろう学校教員の片手間以外に

存在していない現状から、養成ののちの実際のミャンマー手話の指導の際にも、手話支援

者が果たさないとならない役割は大きい。したがって、手話指導者との連携プレー、また

ろう者の問題やミャンマー手話についての理解を手話支援者がどれだけ深められているか

は重要な要件となる。ミャンマー側からもろう文化についての理解のレクチャーの際に手

話支援者との協働作業が大事であるというコンセンサスが得られている。以上のことから、

両者の果たす役割、実際の指導の際の連係プレーを考えて、こうした一体型のキャパシテ

ィ・デベロップメントが本プロジェクトでは有効であると考えられる。 

 

５－３ 団員所感（手話教授法：日本手話研究所 赤堀仁美） 

ミャンマーは、本プロジェクトフェーズ 1 の活動開始当時よりも暮らし向きが良くなったよう

な感じがした。なぜなら、空港内に店が多く並び、街の建物も少しずつ増えてきたからである。 

ネピドーにおける政府の交渉については、スムーズな交渉をするために事前に身分保障や賃金

保障などの問題について何回も打ち合わせを行った。お金の問題について、交渉の経験が少ない

私はあまり触れなかった。しかし、お互いに信頼感があるので、JICA側が譲歩すれば次回は相手

側が譲歩してくれるだろうと感じた。交渉で詰められなかったところは、我々が帰国したあとに
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久野、西村両氏の 2回目の訪問で確認してもらうことになった。 

やはり地域の活動内容を詳しく把握したうえで、これまでの経験やノウハウを生かし、政府の

方々とのスムーズな交渉を実現させることが重要であることがわかった。 

マンダレーのろう学校を訪問すると運動会が行われていた。50m×4コースという広さで 100人

近くの子どもと先生が集まって盛り上がっていた。あまりの広さに驚いた。DSWの方と話をして

いる時に日本手話通訳者がいたのにミャンマー手話通訳者がいなかった。そのときに気づいてフ

ェーズ 1 で活動したメンバーに「手話通訳をして」と言ったが、ビルマ語対応手話で通訳をして

いた。それからメンバーのうち、ろう者 6 人とミャンマー手話と国際手話を混ぜていろいろと話

した。その人たちは本プロジェクトフェーズ 1 の活動開始当時よりもすっかり成長したことに感

心した。それは、ろう者としてのアイデンティティをもち、ろう社会をつくり始めるようになっ

たからである。ところが、マンダレーの手話通訳者とのコミュニケーションがうまく取れていな

いためストレスがたまり、不満ばかり言っていた。その不満を人に話すだけで満足しているので

進歩がなく、また時が過ぎれば同じことがあると思う。しかし、手話指導の技術などはもっと勉

強したいという意欲がでていた。ろうの大人は、学校に自由に出入りできないため他の場所に移

したいという声があった。「ろう者学習センター」または「デフカルチャーセンター」というよう

な手話で語る場所を提供し、手話の勉強をすることができる環境になれればろう者が集まってく

るのではないだろうかと考えた。フェーズ 2 で手話指導者を育成するにあたって更なる技術向上

のための情報、学習を行うことで、新たな活動をする芽生えがでてくると思う。 

ヤンゴンのろう学校を訪問し、1時間半くらい、聴者 1人、ろう者 3人と話した。そのメンバー

は前向きで、フェーズ 1 で学んだことを生かして手話講座の講師依頼を受けて手話を教えていた

が、好評のようだ。副校長も手話堪能であった。プロジェクトの実施前はろう者について理解し

ていなかったという。確かにマンダレーのろう者もヤンゴンの手話通訳はうまいと言っていた。

ヤンゴンのろう者は手話の研究をもっとしたい、フェーズ 2 の日本の講師は誰か、プロの通訳者

になるにはどうしたらよいかという内容であった。プロの手話通訳者になる道のりは長いが、フ

ェーズ 2 でミャンマー人が「私たち自身でやろう」という意欲をもち、手話への理解を広め、手

話通訳への興味を喚起させることが大切であると考えた。 

ミャンマーへの調査団に参加した仲間たちと話し合いの場をもってその役割を適切に果たせ、

最終的にミニッツ（M/M）の合意に至ったことは大変うれしい。 

 

＜フェーズ 1からフェーズ 2へ＞ 

フェーズ 1では、手話の直接教授法のひとつである「ナチュラル・アプローチ」（Natural Approach：

NA）という理論と指導法を身に着けた講師陣が、ろう者に対してその技術を指導してきた。手話

に関する基礎的な知識を必要とし、確かに時間がかかった。聴者にきちんと手話を教えるために

は、技術知識を身に着け、的確に指導しないといけない。しかし指導技術を磨くだけでは、自分

自身にそうした知識がなかなか身に着かない。そこで、聴者とろう者との違い（文化）や手話の

特徴をろう者が一般に使用しているかを確認することなどの活動を継続する必要がある。 

それからプロの手話通訳者を育てたい場合、ろう者の言語であるミャンマー手話を通訳も介さ

ずに指導することができる講師を育成し、前向きに評価しながら手話通訳者を育成する道をつな

げる。さらに、技術を向上させるための情報を提供していきたい。 

最後にこのプロジェクトにろう者の立場で提言をする機会をいただいたことに感謝する。 



付 属 資 料 

 

１．調査日程表 

 

２．ミニッツ（M/M） 

 

３．PDM（日本語版） 

 

４．討議議事録（R/D） 
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